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(57)【要約】
【課題】工具交換時に、工具に切削液ノズルから切削液
が垂れ落ちることを防止する。
【解決手段】工作機械は、主軸頭11に支持されている水
平状主軸12と、主軸12の側方に配置されかつ主軸12に脱
着される工具Tを収容しているマガジン13と、主軸12お
よびマガジン13間に配置されかつ双方間で工具を受渡し
するための垂直面内旋回自在の工具交換アーム14とを備
えている。主軸頭11上の、主軸12の軸線Lを中心とする
円周上複数か所に、主軸12にそれぞれ向けられている複
数の切削液ノズル21が配置されている。交換時の工具T
は、主軸12の軸方向から見て、円環状の軌跡Sを描くよ
うになされている。同切削液ノズル21のうち、最低レベ
ルの切削液ノズルN1から順次上向きに数えて、少なくと
も１つ目の切削液ノズルN1が、主軸12の軸方向から見て
、同軌跡Sの半径方向外側に位置させられている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主軸頭に支持されている水平状主軸と、主軸の側方に配置されかつ主軸に脱着される工
具を収容しているマガジンと、主軸およびマガジン間に配置されかつ双方間で工具を受渡
しするための垂直面内旋回自在の工具交換アームとを備えており、主軸頭上の、主軸の軸
線を中心とする円周上複数か所に、主軸にそれぞれ向けられている複数の切削液ノズルが
配置されており、交換時の工具は、主軸の軸方向から見て、円環状の軌跡を描くようにな
されている工作機械において、
　同切削液ノズルのうち、最低レベルの切削液ノズルから順次上向きに数えて、少なくと
も１つ目の切削液ノズルが、主軸の軸方向から見て、同軌跡の半径方向外側に位置させら
れていることを特徴とする工作機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、マシニングセンタのような工作機械、とくに、自動工具交換装置および切
削液供給装置を備えている工作機械に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図２は、横型マシニングセンタの概略構成を示すものである。以下の説明において、前
後とは、図２の矢印Ａ（図２の右斜め手前）を前、これと反対側を後、左右とは、前方よ
り見て、その左右の側を左右というものとする。
【０００３】
　同マシニングセンタは、主軸頭11と、主軸頭11に支持されている主軸12と、主軸12の左
方に配置されている工具収容マガジン13と、主軸12およびマガジン13間に配置されている
工具交換アーム14とを備えている。
【０００４】
　主軸頭11は、コラム101の前面に上下方向（Ｙ軸）に移動自在に支持されている。コラ
ム101は、ベッド102の上面後部に左右方向（Ｘ軸）に移動自在に支持されている。ベッド
102の上面前部にはワーク載置テーブル103が前後方向（Ｚ軸）に移動自在に支持されてい
る。工具交換アーム14は、工具交換装置本体104の前面に支持されている。工具収容マガ
ジン13は、工具交換装置本体104の左側面に装備されかつ工具交換装置本体104に水平旋回
自在に取付られている工具受渡用ホルダ105を有している。
【０００５】
　主軸12は、前後方向にのびた水平軸線Ｌを有している。工具交換アーム14は、主軸軸線
Ｌと平行にのびたアーム軸Mを有しており、アーム軸Mを中心に垂直面内で旋回自在かつア
ーム軸Mの軸線方向に進退自在である。
【０００６】
　図３および図４を参照すると、主軸12の軸孔には工具Tのテーパ部Pが挿入保持されてい
る。主軸頭11の端面上に、複数の切削液ノズル21が主軸12前方にそれぞれ向けられるよう
に配置されている。主軸頭11内には切削液供給回路22が設けられている。切削液供給回路
22については、詳しく説明しないが、切削液供給回路22は、各切削液ノズル21に連通させ
られるように主軸頭11内に上下にわたって張り巡らされている。
【０００７】
　工具交換アーム14は、アーム軸Mから互いに１８０°反対方向に突出させられた２つの
アーム部31を有している。各アーム部31の先端部には半円弧凹状工具把持部32が設けられ
ている。
【０００８】
　工具の交換動作は、つぎの通りである。主軸12およびホルダ105には、これから交換さ
れるべき２つの工具Ｔがそれぞれ前向き姿勢で保持されている。工具交換アーム14を後進
限に位置させておいて、両アーム部31の工具把持部32が同両工具Ｔを把持するまで、工具
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交換アーム14を旋回させる。そして、工具交換アーム14を前進させる。そうすると、交換
されるべき２つの工具Ｔは主軸12およびホルダ105から抜き取られる。工具交換アーム14
を１８０°旋回させ、工具交換アーム14を後退させると、交換されるべき２つの工具Ｔは
、交換された状態で、主軸12およびホルダ105にそれぞれ保持される。
【０００９】
　図４において、ここでは、８つの切削液ノズル21が図示されている。これらの切削液ノ
ズル21は、主軸軸線Lを中心とする円周C上に等間隔で配置されている。これらの切削液ノ
ズル21に、便宜上、差異記号（N1～N8）を付すこととする。８つの切削液ノズル21のうち
、最低レベルの切削液ノズル21を、第１切削液ノズルN1とし、これより、切削液ノズル21
の配置された円周Cにそって反時計方向に順次並ぶ切削液ノズル21を、第２～第８切削液
ノズルN2～N8とする。
【００１０】
　交換時の工具Tの描く円環状工具軌跡S（部分的にハッチングを施す）が示されている。
工具軌跡Sは、アーム旋回半径Rを中心とし、これに、工具径dに相当する幅をもたせたも
のである。
【００１１】
　工具交換の際は、切削液ノズルへ21の切削液は、供給停止される。切削液の供給を停止
した場合、切削液ノズルへ21の切削液供給回路22内には切削液が残留しており、残留して
いる切削液は、これが皆無となるまでノズル21から自重によって垂れ落ちる。切削液ノズ
ル21から垂れ落ちる切削液は、交換時の工具Ｔに付着する。とくに、工具Ｔのテーパ部Ｐ
に切削液が垂れ落ちると、工具テーパ部Ｐの汚れ・切粉の付着の要因となる。
【００１２】
　切削液の垂れ落ち現象は、同供給回路22内の切削液が皆無となるまで持続する。８つの
同切削液ノズル21は、同円周Ｃ上に等間隔で配列されているため、切削液ノズルの配列レ
ベルは、切削液ノズル21毎に相違し、これに対応して供給回路22内にもレベル差が生じる
。そのため、高レベルの切削液ノズル21が切削液が垂れ落ちる時間と、低レベルの切削液
ノズル21が切削液が垂れ落ちる時間とを比較すると、前者よりも後者が長い。すなわち、
最低レベルに近い切削液ノズル21程、切削液の垂れ落ちる時間は長く掛かる。
【００１３】
　第１および第５切削液ノズルN1、N5は、工具軌跡S上に位置させられている。第２～第
４切削液ノズルN2～N4は、工具軌跡Sの半径方向外側に位置させられている。第６～第８
切削液ノズルN6～N8は、工具軌跡Sの半径方向内側に位置させられている。
【００１４】
　ここで、切削液の垂れ落ちる時間が長く掛かる３つの第１、第２および第８切削液ノズ
ルN1、N2、N8に着目する。３つの第１、第２および第８切削液ノズルN1、N2、N8から垂れ
落ちる切削液軌跡Dが垂直連続鎖線状で示されている。
【００１５】
　これらの３つの切削液ノズルN1、N2、N8のうち、第１および第８切削液ノズルN1、N8か
ら垂れ落ちる切削液軌跡Dは、工具軌跡Sと交差させられている。このことは、第１および
第８切削液ノズルN1、N8から垂れ落ちる切削液切削液が交換時の工具Tとは接触させられ
ることを意味する。
【００１６】
　工具テーパ部Ｐの汚れ・切粉の付着の問題は、主軸12に対する工具脱着等に問題を起こ
すことになり、好ましくは無いことは勿論である。
【００１７】
　このような問題を解決するために、ノズル21や回路22にチェックバルブ等（図示しない
）を装備して、ノズル21や回路22のＯＮ・ＯＦＦをすることも考えられるが、その場合、
装置が複雑となり、故障の原因ともなる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１８】
　この発明の目的は、工具交換時に、切削液ノズルから垂れ落ちた切削液が工具に付着す
ることを防止できる工作機械を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　この発明による工作機械は、主軸頭に支持されている水平状主軸と、主軸の側方に配置
されかつ主軸に脱着される工具を収容しているマガジンと、主軸およびマガジン間に配置
されかつ双方間で工具を受渡しするための垂直面内旋回自在の工具交換アームとを備えて
おり、主軸頭上の、主軸の軸線を中心とする円周上複数か所に、主軸にそれぞれ向けられ
ている複数の切削液ノズルが配置されており、交換時の工具は、主軸の軸方向から見て、
円環状の軌跡を描くようになされている工作機械において、同切削液ノズルのうち、最低
レベルの切削液ノズルから順次上向きに数えて、少なくとも１つ目の切削液ノズルが、主
軸の軸方向から見て、同軌跡の半径方向外側に位置させられていることを特徴とするもの
である。
【００２０】
　この発明による工作機械では、最低レベルの切削液ノズルから順次上向きに数えて、少
なくとも１つ目の切削液ノズルから垂れ落ちる切削液は、交換時の工具の描く円環状軌跡
の外側に向けられるため、同工具に付着することを防止できる。
【発明の効果】
【００２１】
　この発明によれば、工具交換時に、工具に切削液ノズルから切削液が垂れ落ちることを
防止できる工作機械が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　この発明の実施の形態を図１を参照しながらつぎに説明する。
【００２３】
　図１は、冒頭の背景技術の項で説明した図４に相当し、主軸頭11、主軸12、工具交換ア
ーム14および切削液ノズル21等を、主軸軸線Lの方向から見て、模式的に示すものである
。さらに、冒頭の背景技術の項で、図２および図３を参照しながら説明した工作機械の基
本的構成要素、すなわち、主軸頭11、主軸12、工具収容マガジン13および工具交換アーム
14は、図１における説明において、準用される。以下、図４との相違点について、主とし
て、説明する。
【００２４】
　図１において、切削液ノズル21の数は、図４と同様に、８つである。８つの切削液ノズ
ル21は、ここでは、主軸軸線Lを中心とする円周C上に、等間隔ではなくて、不等間隔で配
置されている。これらの切削液ノズル21に、差異起号N1～N8を付して示す。
【００２５】
　８つの切削液ノズル21のうち、最低レベルの切削液ノズル21を、第１切削液ノズルN1と
し、これより、切削液ノズル21の配置された円周Cにそって反時計方向に順次並ぶ切削液
ノズル21を、第２～第８切削液ノズルN2～N8とする。第６切削液ノズルN6は、８つの切削
液ノズルN1～N8のうち、最高レベルに位置させられている。
【００２６】
　第１～第３切削液ノズルN1、N2、N3から垂れ落ちる切削液軌跡Dが垂直連続鎖線状で示
されている。
【００２７】
　第１～第５切削液ノズルN1～N5は、工具軌跡Sの半径方向外側に位置させられている。
第６切削液ノズルN6は、工具軌跡S上に位置させられている。第７および第８切削液ノズ
ルN7、N8は、工具軌跡Sの半径方向内側に位置させられている。
【００２８】
　各切削液ノズルN1～N8に対し、供給停止時から切削液の垂れ落ちが停止するまで時間を
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第３、第４、第７および第８切削液ノズルN3、N4、N7、N8が続き、第１および第２切削液
ノズルN1、N2はダラダラと出続け、第１切削液ノズルN1では３０秒近く経っても出続けて
いた。
【００２９】
　第６切削液ノズルN6から切削液が垂れ落ちると、その切削液は、交換時の工具Tと接触
させられる可能性があるが、その垂れ落ち時間は、上記の通り、比較的短いため、垂れ落
ちによる影響は少ない。第７および第８切削液ノズルN7、N8から垂れ落ちる切削液も、工
具Tと接触させられる可能性があるが、その影響は、第６切削液ノズルN6と同様に、少な
い。
【００３０】
　第１および第２切削液ノズルN1、N2からは、比較的長時間にわたって、切削液が垂れ落
ちるが、その軌跡Dは、工具軌跡Sの外側にあるため、垂れ落ちる切削液が工具Ｔに付着す
る心配はない。
【００３１】
　図１における切削液ノズル21の配置態様を検証すると、主軸軸線L（アーム軸M）を通る
水平線Nより下方レベルであって、工具軌跡S上およびその内側には切削液ノズル21が無い
ことが好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】この発明による工作機械の主軸およびその周辺部を正面側より見た模式図である
。
【図２】従来の工作機械の全体概略構成を示す斜視図である。
【図３】同従来の工作機械の主軸およびその周辺部の垂直縦断面図である。
【図４】同従来の工作機械の主軸およびその周辺部を正面側より見た図１相当の模式図で
ある。
【符号の説明】
【００３３】
　11　主軸頭
　12　主軸
　13　マガジン
　14　工具交換アーム
　21　切削液ノズル
　T　工具
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